別記様式第1号（第4条関係）
（表面）
	６㎝
	

	第　　　　号





所属
職名
氏名
生年月日　　　　　　年　　月　　日


上記の者は、北見市消費生活条例第24条第１項及び第２項の規定により立入調査又は質問を行う職員であることを証明する。


年　　月　　日交付
北見市長　　　　　　　　
	８㎝



（裏面）
	北見市消費生活条例（抜粋）

（立入調査等）

第24条　市長は、第８条から第10条まで、第18条、第19条及び前条の規定の施行に必要な限度において、事業者に、その業務の状況について報告させ、若しくは第８条第１項に規定する調査及び第９条第１項若しくは第10条第１項の規定による認定を行うために必要な最小限度の生活用品の提出を求め、又はその職員に、事業者の事務所、工場、事業所、店舗、倉庫その他の事業に関係のある場所に立ち入り、生活用品等、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係人に質問させることができる。
２　市長は、事業者又は関係人が前項の規定による報告、生活用品の提出、立入調査又は質問に対する回答を拒んだときは、当該事業者に対し、書面により再度、報告をし、生活用品を提出し、立入調査に応じ、又は質問に対し回答するよう要求することができる。
３　前２項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。



